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北九州市告示第４５号

 北九州市住居表示に関する条例（昭和４１年北九州市条例第４号）第２条の

規定により、別図１の北九州市八幡西区野面一丁目１番、２番、３番及び６番

の街区の区域を別図２のとおり変更し、令和３年２月２５日から実施するので

告示する。

  令和３年２月２５日

                    北九州市長 北 橋 健 治
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北九州市公告第１４６号 

 一般競争入札により、認知症行方不明者等ＳＯＳネットワークメール配信業

務委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告す

る。 

  令和３年２月２５日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 委託内容 

 （１） 業務名 認知症行方不明者等ＳＯＳネットワークメール配信業務 

（２） 業務内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 （４） 履行場所 市の指示する場所 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（

当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当するものであること。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 

 （３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

 （４） 次項第３号の入札説明会に参加していること。 

３ 入札手続等 

 （１） 契約条項及び入札条件を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

       北九州市総合保健福祉センター５階 

       北九州市保健福祉局総務部認知症支援・介護予防センター 

  イ 日時 この公告の日から令和３年３月１９日まで（日曜日及び土曜日

を除く。）の毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５
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時まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交

付する。 

（３） 入札説明会の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

       北九州市総合保健福祉センター６階 ６１会議室 

 イ 日時 令和３年３月８日午後２時 

（４） 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便に 

 より、令和３年３月１９日午後５時までに必着のこと。 

 （５） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 第３号アの場所と同じ 

イ 日時 令和３年３月２２日午後２時 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金  

ア 入札保証金 入札金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 委任状等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

（４） 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６）  この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更し又は解除することができるも

のとする。 

（７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在
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地等 

  北九州市保健福祉局総務部認知症支援・介護予防センター 

  〒 ８０２－８５６０ 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

   電話 ０９３－５２２－８７６５ 
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北九州市公告第１４７号 

 一般競争入札により、夜間・休日急患センター等医療事務業務委託契約を締

結するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第

１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規

則」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和３年２月２５日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 契約内容 

 （１） 業務名 夜間・休日急患センター等医療事務業務 

 （２） 業務内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 （４） 履行場所 市の指示する場所 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載 

  された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（ 

  当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの 

  とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費 

  税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金 

  額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。   

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

  。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  に記載されていること。 

 （３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

 （４） 入札を行おうとする委託契約もしくは類似する業務について、この 

  公告の日前２年間に、病院又は一般診療所から受託した実績があること。   

３ 入札手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

       北九州市総合保健福祉センター１階 

       北九州市保健福祉局健康医療部夜間・休日急患センター 

  イ 日時 この公告の日から令和３年３月１７日まで（日曜日及び土曜日 

   を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から 
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   午後４時３０分まで 

 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交 

  付する。 

 （３） 競争参加の申出書の提出等 この公告に係る一般競争入札に参加を 

  希望する者は、令和３年３月５日午後５時まで（日曜日及び土曜日を除く 

  。）に競争参加の申出書及び前項第４号に規定する実績を確認できる資料 

  （実績を明記し、当該実績の履行を確認することができる書面又は契約書 

  の写しを添付したもの）を北九州市保健福祉局健康医療部夜間・休日急患 

  センターに持参により提出しなければならない。 

   なお、競争入札参加資格の確認結果は、令和３年３月８日までにファッ 

  クスで通知する。 

 （４） 入札説明会の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

       北九州市総合保健福祉センター６階視聴覚室 

  イ 日時 令和３年３月１１日 午前１０時 

 （５） 仕様書に対する質問 

   入札説明会後において仕様書に対する質問がある場合は、次のとおり書 

  面により提出すること。 

   なお、書面は、ファックスによるものも受け付ける。 

  ア 場所 第１号アの場所と同じ。 

  イ 期限 令和３年３月１６日午後４時３０分までに必着のこと。 

  ウ 質問書に対する回答は、入札説明会に参加した者に令和３年３月１７ 

   日までにファックスで行う。 

 （６） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 第４号アの場所と同じ 

  イ 日時 令和３年３月１８日 午前１０時 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。  
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 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法 

   契約規則第１３条第 1 項の規定により定められた予定価格の制限の範囲 

  内で最低の価格をもって入札を行ったものを落札者とする。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 （６） この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

  ２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す 

  る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除 

  があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる 

  ものとする。 

 （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市保健福祉局健康医療部夜間・休日急患センター 

   〒８０２－８５６０ 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

   北九州市総合保健福祉センター１階 

   電話 ０９３－５２２－９９９９ 

   ＦＡＸ ０９３－５２２－０１９９ 
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北九州市公告第１４８号 

  一般競争入札により、物件の借入れ及び保守業務契約を締結するので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市

契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第

４条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

    令和３年２月２５日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  調達内容 

 （１） 物件の名称及び数量 モノクロ複合機１３台及びカラー複合機１台 

 （２） 履行の内容等 入札仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 （４） 履行場所 市の指定する場所 

 （５） 入札方法  モノクロ複写及びカラー複写各１枚当たりの単価（当該

単価に１円未満の端数がある場合は、小数点以下第２位までを記載する。

）にそれぞれの予定数量を乗じて得た金額の合計金額により行う。ただし

、契約は、落札金額におけるモノクロ複写及びカラー複写各１枚当たりの

単価契約とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未

満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもっ

て落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１

００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２  競争入札参加資格 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 

 （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札手続等 

（１） 契約条項を示す場所及び期間 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町３番９号 

北九州市消防局総務部総務課 

  イ 期間 公告の日から令和３年３月９日まで（日曜日及び土曜日を除く

10



。）の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

 （２） 入札関係資料の交付方法 前号アの場所において無償で交付する。 

 （３） 入札説明会 入札説明会は行わない。  

（４）  入札に参加するための要件等 

  ア あらかじめ入札参加申込みを行い、入札参加者としての資格を有する

か否かについて審査を受けなければならない。 

  イ 入札参加申込みは、所定の様式を提出すること。 

（５）  入札参加申込みを受け付ける場所及び期間 

  ア 場所 第１号アの場所と同じ 

  イ 期間 

（ア） 持参の場合 

この公告の日から令和３年３月９日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

（イ） 郵送の場合 

書留郵便で令和３年３月９日午後５時までに必着のこと。 

（６）  入札及び開札の日時並びに場所 

  ア 入札日時 令和３年３月１２日 午後２時 

  イ 開札日時 入札締切り後直ちに行う。 

  ウ 入札及び開札場所 北九州市小倉北区大手町３番９号 

             北九州市消防局庁舎２階災害対策本部室 

４  その他   

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ  契約保証金  契約単価に予定数量を乗じて得た合計金額の１００分の

５以上。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれか

に該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 
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 （４） 落札者の決定方法 

契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

（５）  契約書作成の要否 要 

（６） この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の

３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌

年度以降において、歳出予算の該当金額について減額又は削除があった場

合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。 

 （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

      北九州市消防局総務部総務課 

      〒８０３－８５０９  北九州市小倉北区大手町３番９号 

      電話  ０９３－５８２－３８０２ 

     ＦＡＸ ０９３－５９２－６８９８ 
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北九州市公告第１４９号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和３年２月２５日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ハローデイ門司港店 

  北九州市門司区錦町３５番地１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社ハローデイ 

  代表取締役 加治敬通 

  北九州市小倉南区徳力三丁目６番１６号 

３ 変更する事項 

（１） 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

 ア 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

  （ア） 変更前 荷さばき施設１ 午前８時から午後９時まで 

          荷さばき施設２ 午前６時から午前８時３０分まで 

  （イ） 変更後 荷さばき施設１ 午前８時から午後９時まで 

          荷さばき施設２ 午前６時から午後６時まで 

４ 変更する年月日 

  令和３年２月１６日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和３年２月１５日 

７ 縦覧場所 

（１）  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域・観光産業振興部商業・サービス産業政策課  

（２）  北九州市門司区清滝一丁目１番１号 

  北九州市門司区役所総務企画課 
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８ 縦覧期間 

   この公告の日から令和３年６月２５日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

  次に掲げる事項を記載した文書を令和３年６月２５日までに北九州市産業

経済局地域・観光産業振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提

出すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２）  住所又は所在地 

 （３）  連絡先電話番号 

 （４）  大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５）  意見 
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北九州市公告第１５０号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のと

おり公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和３年２月２５日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ダイレックス本城店 

  北九州市八幡西区御開二丁目３５０１番１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  ダイレックス株式会社 

  代表取締役 多田高志 

  佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者 

  ダイレックス株式会社 

  代表取締役 多田高志 

  佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

４ 大規模小売店舗の新設をする日 

  令和３年１０月１７日 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

  １，７８７平方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

（１） 駐車場の収容台数 

  ８７台 

（２）  駐輪場の収容台数 

  ２０台 

（３）  荷さばき施設の面積 

  １１５平方メートル 

（４） 廃棄物等の保管施設の容量 

  ２１．６１立方メートル 

７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

（１）  大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
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  午前９時から午後１０時まで 

 （２）  来客が駐車場を利用することができる時間帯 

  午前８時３０分から午後１０時３０分まで 

 （３）  駐車場の自動車の出入口の数 

  ２箇所 

（４）  荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

  ２４時間 

８ 届出年月日 

令和３年２月１６日 

９ 縦覧場所 

（１）  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域・観光産業振興部商業・サービス産業政策課  

（２）  北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 

  北九州市八幡西区役所総務企画課 

１０ 縦覧期間 

   この公告の日から令和３年６月２５日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

１１ 意見書の提出要領 

  次に掲げる事項を記載した文書を令和３年６月２５日までに北九州市産業

経済局地域・観光産業振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提

出すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２）  住所又は所在地 

 （３）  連絡先電話番号 

 （４）  大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５）  意見 
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北九州市人事委員会公告第１号

不利益処分についての審査請求に関する規則（平成９年北九州市人事委員会

規則第２号。以下「審査請求規則」という。）第６２条第１項の規定により、

次のとおり公示する。

令和３年２月２５日

             北九州市人事委員会委員長 河 原 一 雅

北九州市人事委員会は、下記の審査請求人に係る審査請求について、審査請

求規則第５３条第１項第２号の規定により、裁決で却下する。

当該裁決に係る裁決書の正本は、北九州市人事委員会が保管し、いつでもそ

の送付を受けるべき者に交付する。

なお、公示をした日の翌日から起算して１４日を経過したときは、当該裁決

書の正本の送付があったものとみなす。

                 記

１ 審査請求人の氏名

別紙のとおり

２ 裁決を行った審査請求

  昭和４４年（不）第１～３７４９号 １０．８教組事案

  昭和４５年（不）第２３～３７２１号 １１．１３教組事案

  昭和４５年（不）第３７４０～３７７３号 教員研修事案

  昭和４６年（不）第７～２９１５号 ７．１５教組事案

昭和４８年（不）第１３３～２３２４号 ４．２７教組事案

昭和５０年（不）第１４７～２３８７号 ４．１１教組事案

昭和５１年（不）第１０６～２２９９号 １２．１０教組事案

昭和５２年（不）第１１５～２２４９号 ４．２０教組事案

昭和５３年（不）第１～２０９５号 ４．１５教組事案

昭和５４年（不）第１～１８６７号 ５３年教組大量事案

昭和５５年（不）第１～１１号 ５４年教組事案

昭和５６年（不）第７０～２００３号 ５６年６月教組大量事案

昭和５７年（不）第１～１９９５号 ５６年１０月教組大量事案

昭和５８年（不）第１～２０２９号 ５７年教組大量事案

昭和５９年（不）第１３～２００５号・２００７号 ５８年教組大量事案

昭和６０年（不）第１～２０１０号 ５９年教組大量事案

昭和４１年（不）第１～５４号 清掃紛争事案

昭和４３年（不）第３～３３号 水道病院紛争市職労事案

昭和４３年（不）第６４～１２２号 合理化紛争市職労事案
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昭和４５年（不）第３７２２～３７３９号 １１．１３市職労事案

昭和４７年（不）第９～１７号 １１．１９市職労事案

昭和４７年（不）第３５～５１号 ３．３１市職労事案

昭和４７年（不）第６６～１３２号 ５．１９市職労事案

昭和４９年（不）第２５～１２４号 ４．２７市職労事案

昭和４９年（不）第１４７～２２０号 １２．４市職労事案

昭和５０年（不）第３６～１４６号 ４．１１市職労事案

昭和５１年（不）第３３～１０５号 ５．９市職労事案

昭和５２年（不）第３３～１１４号 ４．２０市職労事案

昭和５３年（不）第２１２１～２１９７号 ３．１５市職労事案

昭和５４年（不）第１８９１～１９６３号 ５３年市職労事案

昭和５６年（不）第１５～６９号 ５５年市職労事案

昭和５７年（不）第１９９６～２０４４号 ５６年市職労事案

昭和５８年（不）第２０３０～２０９５号 ５７年市職労事案

３ 備考

当該裁決書の正本は、北九州市行政委員会事務局調査課（電話０９３－５

８２－３０４２）において交付する。
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（別紙）

堀内 キミ子 高橋 郁世 山本 英彦 有  敬子

堀上 美智子 上谷 昭代子 奥村 頌子 竹下 民恵

前田 千鶴 中田 信子 林 正治 内薗 久司

中 康世 神 道嗣 相部 芳徳 小川 寿美子

奥 龍子 越原 和子 本浜 昭子 谷口 巖

三浦 愛子 富貴 栄二郎 神尾 恵子 相部 恭子

手塚 信幸 後藤 恒幸 宮原 末敏 吉村 雪子

永野 烝範 原田 サダ子 藤川 玲子 中村 司

片岡 充好 茅野 英二 恒成 久子 井上 靖

森田 ツタ子 中山 裕三子 入江 於里枝 白川 雅子

久門 俊夫 舛谷 豊子 浅田 弘子 原田 慶子

清水 登代子 筒井 修 平嶋 兼伍 松崎 道春

梶原 栄子 坂田 光男 真玉 弘人 大塚 美惠子

吉武 亮一 村田 碌子 板垣 教子 入江 敦子

稲月 ミチエ 小森 開 田角 知恵子 都甲 悳雅

作本 道子 田中 幸子 菊池 マチ子 中村 茂子

富安 通子 山形 八重子 藤田 瑛子 谷口 ケイ子

安永 祐一 奥田 寅吉 原田 友雄 三戸辺 克子

渡邉 正三 徳澤 博己 入江 弘子 藤田 啓子

土山 芳子 山中 大樹郎 伊達 道子 後藤 侃子

上田 謙二 宮崎 正子 吉村 妙子 小西 忠明

赤星 清子 福山 久美 大坪 恵子 古賀 梯三

松尾 澄枝 末次 信子 山田 一雄 渡辺 ヒロ子

寺坂 サナエ 島本 嘉代子 山中 英子 矢野目 美枝子

三戸 弘好 恒見 祀子 今村 真寿美 溝口 周一

前田 龍吉 中倉 満千子 吉松 敏雄 永野 ミヨシ

吉田 元子 池田 紀美雄 石井 勉 本田 博子

井本 喜久江 柴田 紀城 田尻 富士子 高嶋 早苗

城 栄子 堀 照子 竹崎 佳代子 堀 長直

徳永 幸大 小泉 憲司 渡辺 要 大木本 法通

益田 千代子 井上 高志 山岡 勝子 真鍋 征子

西江 淳 黒田 隆史 菟田 秀幸 橋本 紀子

松井 洋美 小林 久美子 浜口 孝章 稲田 和子
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田中 文雄 上妻 正一郎 奥村 良子 上田 徳

友清 澄江 楠本 孝 初瀬 まり子 栗原 武治

友松 君子 爪田 和美 小林 正文 塚田 登志子

佐々木 玲子 上村 和子 西村 直人 早田 陽子

真玉 孝子 願能 理子 樋口 芳子 木部 義昭

金子 央 方志 良子 岡崎 好道 古川 悦子

平野 雅三 荒木 知子 伊藤 民代 峯 正弘

大村 辰子 林 芙佐子 末原 美佐代 藤永 詔子

廣重 恵子 大堀 純子 石井 正和 川内 八重子

中村 美代子 福松 俊子 安部 素子 岩田 智子

森重 佐和子 小林 淑子 太田 成子 友松 文子

久本 葉留美 大森 睦子 金政 八惠 掛水 伸一

加来 昭一 鳥山 月子 永井 芳美 小関 康子

宮崎 喜代子 村上 マサヱ 武内 秀次 森 範

守口 薫 郡嶋 智恵子 爲藤 幸子 友綱 淳一

螻川内 淑美 吉田 秀一 佐藤 裕一 今村 陽

藤島 貞子 三浦 大右 水野 宏 西川 徳春

白石 一路 木太久 幸德 伊藤 喜代美 緒方 直行

宮川 陸子
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